
日 薬 業 発 第 127 号 

                          令和５年７月 12 日 

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

                       日 本 薬 剤 師 会 

                        副会長 田尻 泰典 

 

 

令和５年８月１日以降の薬剤交付支援事業について 

 

 

 平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 電話を用いた服薬指導等に関する調剤報酬上の特例が令和５年７月 31 日をもっ

て終了することについては令和５年４月３日付日薬業発第１号にてお知らせしたと

ころですが、今般、今後の薬剤交付支援事業について厚生労働省に確認し、別添の

とおり整理いたしましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴会関係者にご周知くださいますようお願い申し上げます。 



 

薬剤交付支援事業（令和５年８月１日以降の取扱い） 

 

（問１）令和５年８月１日以降、0410事務連絡に基づく服薬指導を行う場合の調剤

報酬上の取扱いは終了となるが、本事業は継続されるのか。 

 

（答）事業実施期間が令和５年３月１日～令和６年３月31日となっている令和４年度

（令和５年度への繰越分）の本事業については、令和５年８月１日以降も、予算

の範囲内において、継続して実施されます。 

 

（問２）令和５年８月１日以降の支援事業の対象に変更があるか。 

 

（答）「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱」の第１

から変更ありません。 

   なお、令和５年５月８日以降は、自宅療養は医師の指示に基づくものとされて

いるため、必ずしも0410事務連絡に基づく「CoV自宅」の記載がない場合もあり

ますが、支援事業の対象になります。 

 

（問３）令和５年８月１日以降、毎月報告の「電話等による服薬指導等及び配送等

の実施状況」について、変更はあるか。 

 

（答）令和５年８月分以降は、支援事業の対象となるもののみ報告してください。 

このため、報告様式の「県薬への請求の有無：該当するものに○」が〇となる

場合のみ報告することとなります。 

 

（問４）問３による報告様式に変更はあるか。 

 

（答）報告様式（エクセル）に、変更はありません。 

 

（問５）都道府県薬剤師会から厚生労働省への報告は、毎月報告のほかに対応しな

ければならないことはあるか。 

 

（答）都道府県薬剤師会においては、令和６年３月31日までの事業期間終了後、「令

和４年度（令和５年度への繰越分）薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤

交付支援事業委託費交付要綱」に基づき、実績報告書を提出する際、問３による

報告内容を事業全期間分（支援事業の対象となるもののみ）にとりまとめて併せ

て提出してください。 

この際、実績報告書と問３による報告内容において、支援対象薬局数及び間接

補助事業分の金額が一致していることを確認の上、提出してください。 


